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第３章 環境の現況 

 

第１節  大気汚染 
 

 大気汚染は，工場・民家などの固定発生源や自動車などの移動発生源から排出されるばい煙（硫黄酸化

物・ばいじん・有害物質の総称），粉じん，一酸化炭素，炭化水素などによって引き起こされ，人間の健康

や生活環境などに悪影響を与えます。これらは主に物の燃焼過程において発生するほか，火山の噴火など

自然活動によるものもあります。 
 

１ 大気汚染の監視 

 環境基本法により，人の健康を守るために望ましい基準（環境基準）が，二酸化硫黄，二酸化窒素など

の物質ごとに定められています。〔➥資料2-1〕 
 本市における大気環境は，鹿児島県の一般環境大気測定局２局と自動車排ガス測定局 1 局で環境基準の
ある大気汚染物質を中心に常時監視・測定しています。また，九州電力(株)川内発電所においても，大気測
定局 4局で大気汚染物質を中心に常時監視・測定しています。 
 

 

図表 ３-１ 大気測定局と測定項目 
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鹿児島県環境放射

線監視センター 
若松町１ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

 

旧川内保健所 原田町8-1 ○ ○  ○   ○ 平成１５年度末廃止 

高 江 高江町1735-1 ○ ○  ○   ○ 平成１６年度末廃止 

一般環境
大気測定局 

寄 田 寄田町４－１ ○ ○  ○   ○  

鹿
児
島
県 

自動車排出
ガス測定局 

川 内 局 御陵下町25-8  ○ ○ ○  ○ ○ 
テトラクロロエチレン，トリクロ
ロエチレン，ジクロロメタン， 
ベンゼンなど 

久 見 崎 久見崎町1765-3 ○   ○   ○  

水 引 水引町132-3 ○   ○   ○  

西 方 西方町3341 ○   ○   ○  

九州電力(株) 
川内発電所 
大気測定局 

高 城 城上町265-1 ○ ○  ○   ○  
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二酸化硫黄（ＳＯ２） 

 二酸化硫黄は，主に硫黄

を含む化石燃料の燃焼に

よって発生します。 
各測定局での測定結果

は，環境基準（長期的評価）

を達成しています。 
〔➥資料2-7〕 
 

 

 

 

 

 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

 窒素酸化物は，窒素を含む

燃料の燃焼により発生する

だけでなく，燃焼の際に空気

中の窒素と酸素が反応して

発生することもあります。燃

焼に伴って発生する窒素酸

化物は一酸化窒素が大部分

で，これが大気中に放出され

ると，紫外線などにより酸化

され，二酸化窒素になります。 
各測定局での測定結果は，環境基準（長期的評価）を達成しています。 

〔➥資料2-8〕 
 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

 大気中に浮遊する浮遊粉

じんのうち，特に人の呼吸器

への影響が懸念される粒径

10μｍ（100万分の 1ｍ）以
下の物質をいいます。ばいじ

ん・粉じんなどの人為的なも

ののほか地表面からの土壌

粒子などの自然現象による

ものがあります。 
各測定局での測定結果は， 

環境基準（長期的評価）を達 
成しています。 
〔➥資料2-9〕 
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図表 ３-２ 二酸化硫黄濃度の推移 
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図表 ３-３ 二酸化窒素濃度の推移 

図表 ３-４ 浮遊粒子状物質濃度の推移 
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一酸化炭素（ＣＯ） 

 一酸化炭素は不完全燃焼に

よって発生しますが，大気中

のほとんどは自動車の排ガス

によるものです。 
自動車排ガス測定局での測

定結果は，環境基準（短期的

評価）を達成しています。 
〔➥資料2-10〕 
 

 

 

光化学オキシダント（ＯＸ） 

 光化学オキシダントは，窒

素酸化物と炭化水素等に強力

な紫外線が照射されたときに

光化学反応により生成され，

この濃度が高いと光化学スモ

ッグが発生することがありま

す。 
 〔➥資料2-11〕 
 

 

 

非メタン炭化水素 

 炭化水素類は，塗料や有機

溶剤を使用する工場，石油類

のタンクなどから排出され，

また自動車排ガスにも含まれ

るなど多種多様な発生源から

排出されます。非メタン炭化

水素は，窒素酸化物とともに

光化学オキシダントの生成に

大きく関与しているといわれ

ています。 
 各測定局での測定結果は，

指針値を超過している日があ

るものの，年平均値はここ数年低下傾向にあります。 
〔➥資料2-12〕 
 

図表 ３-７ 非メタン炭化水素濃度の推移 
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図表 ３-６ 光化学オキシダント濃度の推移 
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図表 ３-５ 一酸化炭素濃度の推移 
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有害大気汚染物質 

 有害大気汚染物質は，低濃度で

あっても長期にわたり曝露される

と健康に影響を及ぼすといわれて

います。鹿児島県では，このうち

環境リスクが高いと考えられてい

る優先取組物質について監視測定

を行なっています。 
 測定局での測定結果は，環境基

準を達成していますが，ベンゼン

については平成 14 年度まで環境
基準の超過がみられます。これは，

測定地点周辺の自動車排気ガスの影響が大きいものと思われます。 
〔➥資料2-13〕 
 
 

酸性雨 

 酸性雨とは，硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質が取り込まれて酸性を示すようになった雨の

ことで，通常，水素イオン濃度（pH）が5.6以下の雨をさします。 
酸性雨による湖沼や森林などの生態系への影響が欧米を中心に国際的な環境問題となっています。 
 鹿児島県では自動測定機によるモニタリングを実施していますが，平成 18 年度は保健環境センターで 
3.9～4.8 （年平均値：4.3 ）であり，環境省の第 4次酸性雨対策調査結果（平成 10年度～平成 12年度の
全国の年平均値 4.82）と比較すると全国平均より低い値となっています。 
〔➥資料2-14〕 
 

２ 発生源対策 

 大気汚染防止法，鹿児島県公害防止条例，旧川内市公害防止条例に基づく特定施設（指定施設）を設置

しようとする者は，事前の届出義務があり，また，排出されるばい煙の濃度等について規制されています。

〔➥資料2-2～2-6，2-15～2-16〕 
また，工場・事業場を設置するときは，事業者との事前協議の中で公害の未然防止を図るための注意・

指導を行なっています。 
 さらに，市内の主要な工場・事業場との間で公害防止協定（環境保全協定）を締結し，特に排出ガス量

の多い事業場については，ばい煙の濃度・燃料等についても，測定・報告を義務付けています。 
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図表 ３-８ ベンゼン濃度の推移 


